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資料 

2020 年市民オンブズマン全国大会 

情報公開分科会「情報公開と公文書管理～安倍が去ってもなくならない!?隠ぺい体質」 

2020.9.21    

弁護士 森田 明 

 

講師の紹介 

森田明（もりたあきら） 

1982年4月 弁護士登録（横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会））   

 開示請求者側代理人として、1980年代から多数の不服申立て、訴訟にかかわ

る。かながわ市民オンブズマン事務局長、情報公開クリアリングハウス理事長

等を歴任、その後2011年10月から2014年9月まで内閣府情報公開･個人情報保護

審査会常勤委員、またその前後に神奈川県、逗子市、葉山町、寒川町の情報公

開審査会等の委員を務める。 

・主な著書 

『論点解説 情報公開・個人情報保護審査会答申例』（日本評論社、2016 年） 

『行政不服審査法の実務と書式〔第 2版〕』日弁連行政訴訟センター編（共著、民事法研

究会、2019 年） 

 

 

はじめに 

 例年この分科会では参加者から活発な経験報告や質問をいただいており、今年もそれを

想定して、私の話は 1時間以内ですませます。 

 話の内容としては、前半では情報公開初心者でもわかりやすい話題として「情報公開と

公文書管理」について、後半では情報公開制度の利用法についての「やや高度な話」をす

るよう求められていますが、時間の制約から、主に公開請求をする際の留意点を中心にお

話しします。 

 

 情報公開制度の利用法・不開示に対する争い方については、 

 昨年出版された上記『行政不服審査法の実務と書式〔第 2版〕』の、第 2編第 1章情報公

開「Ⅲ不服申立ての実務とその課題」という部分を私が執筆しました。 

 今日の後半の話の中でここに書いたことの一部を紹介します。情報公開についての不服

申立てをする際のポイントについては、この本をご参照ください。 
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第１ 情報公開制度の基礎と公文書管理 

１ 情報公開制度とは 

（１）行政文書の公開（閲覧、写しの交付）を求める権利を保障した仕組み 

   政府が説明責任を果たす方法としては他に口頭での説明、新たな文書の作成などが

あるが、情報公開制度はすでにある文書をそのまま公開することを義務付けるもの 

 

（２）「不開示情報」にあたるものは不開示とされる 

   情報公開法（以下「法」）の定める不開示情報 

① 個人情報（法５条１号） ②法人等情報（同２号） ③国の安全等情報（同３号） 

④公共の安全等情報（同４号） ⑤審議検討等情報（同５号） 

⑥事務事業への支障情報（同６号） 

 

（３）それ以前に、「行政文書」にあたるものが「存在」しなければ公開は実現しない 

 

２ 安倍政権下での文書隠し・文書改ざん 

（１） 南スーダン日報問題 

日報を開示しないために、不存在とすることに。その理由付けとして、「個人資料」

「保存期間１年未満で廃棄済み」→実際にはあちこちに存在していることが判明 

 

（２） 森友学園問題 

売却交渉記録につき「保存期間１年未満で廃棄済み」、また、「国会審議の紛糾を懸

念して」決裁文書を改ざんしたことが明らかに 

 

（３） 加計学園問題 

「総理の御意向」などと記載した文書が明るみに、しかし内閣官房長官は「怪文書」

として否定。その後同じ内容の文書の存在が確認されたが、「個人メモ」として不存

在扱いに 

 

（４） 桜を見る会 

招待者名簿について、資料要求された直後に廃棄、その元データの復元・公開を拒

否、法に従った管理をしていなかった、名簿を加工等様々な問題 

 

３ どうしてこういうことが繰り返されるのか 

 いずれも開示不開示以前に文書の存在自体を隠そうとしている 

 安倍政権のせいというより官僚組織の体質か 

  他にも国や地方自治体の情報公開審査会の答申で「不存在」を不当とした例は多い 
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→文書隠しに抵抗感がない 

 安倍長期政権下で、官僚組織との間にひずみ 

  →無理な忖度、文書隠しに走る、かつ、それが露見することに   

  →これからは「もっとうまく隠す」ようになる!? 

 

 

第２ 文書隠しをさせない公開請求時の工夫 

１ 「請求する文書」の記載 

（１）対象を限定されない書き方 

  請求対象文書のタイトルがはっきりしていればそれを請求すればよいが、わからな

いことが多い 

  →「…に関する一切の文書」などとする 

ただしこう書くと、請求の範囲が不明確だとして補正を求められることが多い 

   →補正に応ずるか決めるに当たり、十分な説明を求めるべき（行政機関は、法 22 条

1 項（「開示請求をしようとする者に対する情報の提供」）により説明する義務あり） 

 

（２）存否応答拒否を回避する工夫 

請求文書名として事情を詳しく書きすぎたために存否応答拒否となることがある 

    ＊存否応答拒否とは 

     開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけ

で、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存

否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。（法８条） 

次のような答申がある（いずれも存否応答拒否を支持） 

24 行情 123 特定事件において控訴人指定代理人らが名古屋高等裁判所に提出した

陳述書の不開示決定（存否応答拒否）に関する件 

25 行情 48 特定日に左京税務署調査に対し特定会社法人の代表清算人が申述した

ことに関する調査記録の不開示決定（存否応答拒否）に関する件 

 

（３）恣意的な判断ができる要素を入れない 

  例えば「私に対して…という不当な処分をした根拠となる文書」 

  行政機関側が不当な処分と考えていなければ（普通は考えていない）、不存在という判

断ができてしまう、また、「私に対して」とあることで「文書の存在を認めるだけで個

人情報（1号）に該当する」として存否応答拒否されることもある 

＊24 行情 512 主計局長及びその任命権者の氏名及び経歴がわかる文書の不開示

決定に関する件 →別紙 文書特定上の不備、無理な不開示条項

の適用、請求者側の問題など、いろいろな論点を含む 
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２ 行政機関個人情報保護法に基づく本人開示請求との使い分け 

 情報公開法では、請求者自身の個人情報であっても、個人情報は原則不開示に 

本人開示請求であれば、本人が識別されることを理由に存否応答拒否はできない  

 なお、情報公開法では開示されないが個人情報保護法では開示されうる場合は、本人開

示請求を教示すべきと指摘する答申が多数あるが、現場では適切な説明がされない傾向 

 

３ 同種文書の同時請求 

（１）「横並び請求」の効用 

 地方公共団体、省庁→横並び意識 

 同種文書（場合によっては同一文書）を異なる地方公共団体、省庁に請求することによ

り開示実例を作り、それを根拠に不開示としたところに審査請求をして開示を迫る  

 地方自治体の間で公開度に差がある場合、同種文書を公開度の高いところに請求して開

示の実績を作ってからターゲットとする地方公共団体に請求 

 

（２）首長交際費の公開請求～最高裁判決を突破！ 

 最高裁平成 6 年 1 月 27 日判決→首長交際費の記録のうち、相手方が識別されるものは、

原則として非公開、とする判断 

 市民オンブズマンの継続的取組み（全国一斉公開請求） 

 かながわ市民オンブズマン、神奈川県内地方自治体にいっせい請求（2003 から 2004 年）   

情報公開の徹底を表明していた、県、横浜市、逗子市で開示実績を作り、他の市町村で

も公開へ（一部は不服申立てを経て） 

 →最判を越えて、相手方情報の公開を実現 

 

（３）マイナンバー違法再委託問題についての公開請求（昨年紹介した） 

他の地方自治体で開示されたことを根拠に文書の特定の漏れ落ちを指摘し、不服申立て

の過程で開示文書が拡大 

 












